
首里東第 ９３７ 号

令和３年６月１８日

保護者各位

県立首里東高等学校

校長 上間 均

（公印省略）

臨時休業期間の終了と時差登校の実施について

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力賜り感謝申し上げます。

さて、本県に緊急事態宣言が発令され、６月７日から臨時休業の措置を取らせていただきまし

たが、下記のとおり学校を再開いたします。臨時休業期間は家庭での健康管理、感染予防へのご

協力及び学習課題への取り組みにご理解・ご協力を賜り感謝いたします。

県の緊急事態宣言は今後も継続される見通しとなっております。学校においては安全・安心の

中で教育活動ができるよう、これまで以上に学校内の感染防止対策に努めて参ります。また、感

染力の強い変異株の若者への感染拡大が懸念されていることから、保護者の皆様には引き続きご

家庭においても不要不急の外出を控えさせるなど、感染防止対策にご協力を宜しくお願いします。

今後の本校の教育活動については、下記のとおりとなりますので、ご理解、ご協力いただきま

すようお願い致します。

尚、感染予防対策として６月２１日（月）～６月２５日（金）の間、時差登校（朝 SHR9:10）
の措置を取らせていただきます。また、今後の感染状況により対応を変更する場合には改めてお

知らせいたします。

記

１．学校の基本方針

(1)基本的に毎日登校とするが、同居家族を含め発熱等の風邪症状がある場合には登校を控える。
その場合には「出席停止」扱いとする。

(2)日常の学校生活の中でのマスク・手洗い・手指消毒・換気を徹底し、感染予防に努める。
(3)地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら感染防止対策を十分講じた上で、可能な
限り学校行事も含めた教育活動を継続する。但し、感染リスクが高いものは延期、規模縮

小する。

２．時差登校について

(1)地域の感染拡大が懸念されることから、６月２１日（月）～６月２５日（金）の間、時差登
校を実施する。感染状況によっては、期間の延長もあり得る。

(2)時差登校を実施する場合の日課については、朝の SHRは 9：10開始とし、45分授業を実施する。
(3)特進クラスの早朝講座については、６月２２日（火）から通常通り行う。

（裏面へ続きます）



３．校内から感染者または濃厚接触者が出た場合

(1)学校は保健体育課へ報告し、保健体育課（保健所）の指示を仰ぐ。
(2)指示により必要な範囲で自宅待機（健康観察）、学級閉鎖、休部等の措置を取る。
(3)当該クラス、部室の清掃・消毒作業を徹底する。（または当分の間閉鎖する）
(4)関係するクラス又は全体の保護者へ状況を報告する。（文書または学校 HP に掲載する）
※「学校 PCR検査」の実施については別文書にてお知らせいたします。

４.部活動について
(1)原則休止とする。ただし、九州大会及び全国大会の選抜大会を兼ねた県内大会やコンクール
等に出場する場合に限り感染対策を徹底したうえで、県教育委員会が示した範囲での活動は

可能とする。 (部員が感染または濃厚接触者となった場合は活動休止とする)

５.その他
(1)学校休業日等の連絡体制については、下記の学校代表メールから連絡可能です。
（電話は応答電話のため、平日の PM 17:30～ AM7:30と休業日は取り次ぎできません）

(2)生徒・保護者へ緊急に周知すべき事項が生じた場合は、学校 HPに掲載します。

【問い合わせ先】

沖縄県立首里東高等学校 教頭 外間・新井

℡ 098－ 886－ 1578・1579
〈学校代表 E-mail〉

school@shurihigashi-h.open.ed.jp


